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千葉県土地開発公社一般競争入札公告 第１号 

 

千葉土気緑の森工業団地６－２区画施設整備工事の一般競争入札（事後審査型）      

の実施について 

 

千葉県土地開発公社財務規程第６７条の規定により、一般競争入札（事後審査型）を次の

とおり実施する。 

なお、この入札は、紙入札により執行する。 

 

令和４年８月１０日 

千葉県土地開発公社 理事長 萬谷 至康 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 工事名       千葉土気緑の森工業団地６－２区画施設整備工事 

（２） 工事を施工する場所 千葉市緑区大野台１丁目５番３ 外 

（３） 工事期限      契約の翌日から１３０日間 

（４） 工事の種類     土木一式工事 管工事 

（５） 工事の概要 

  ア 目 的       宅地への進入路築造 

  イ 規模及び構造 

（ア）土工      V=10,100㎥ 

（イ）舗装工      A=1,600㎡ 

（ウ）雨水排水工    L=117m 

（エ）汚水排水工   L=105m 

（オ）上水工      L=112m 

（カ）電気・通信施設設置工 

（ハンドホール 他）  1式 

（キ）伐採工              1式 

ウ 概要図  位置図、平面図他 

（６） 主要資材 硬質塩化ビニル管（雨水（φ300、φ350）・汚水（φ150）） 

ダクタイル鋳鉄管（φ75）他 

（７） 予定価格 落札決定後公表とする。 

（８） 入札方法 本工事は事後審査型の対象となる工事である。 

（９） その他 

本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられ

た工事である。 
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２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（１）千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）における土

木一式工事に登載されている者のうち、建設業法（昭和２４年法律１００号）に定める

土木工事業の特定建設業の許可を受けている者で、千葉県建設工事請負業者等指名停止

措置要領（昭和６０年４月５日制定）に基づく指名停止措置を、本工事の一般競争入札

（事後審査型）参加資格確認申請書提出期限日から本工事の開札の時までの間、受けて

いない者。 

（２）資格者名簿における土木一式工事の格付がA等級である者。 

（３）千葉土木事務所管内（千葉市、習志野市、八千代市）、山武土木事務所管内（東金市、

山武市、大網白里市、九十九里町、横芝光町）、長生土木事務所管内（茂原市、一宮町、

睦沢町、長南町、長柄町、白子町、長生村）、市原土木事務所管内（市原市）に本店が

ある者。 

（４）１級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格（建設業法第１５条第２号イに該当

する資格）を有する者を本工事に専任で配置できる者。 

（５） 過去１５年間（入札公告の前年度までの１５ヵ年度間に当該年度の入札公告の日まで

を加えた期間（平成１９年４月１日～令和４年８月９日））に、本工事と同種工事を元請

として施工した実績のある者。 

ただし、千葉県経常建設共同企業体取扱要綱（平成７年１１月７日制定）に基づき結

成された経常建設共同企業体（以下「経常ＪＶ」という。）にあっては、いずれかの構成

員に当該実績がある者。 

（６）経常ＪＶで参加した場合には、その構成員は参加することができない。 

（７）上記１に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面

において関連がある建設業者でないこと。 

  ア この工事に係る設計業務等の受託者 

   商 号 昭和株式会社 千葉支社 

 所在地 千葉市中央区新町１番地１７ 

イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者 

（ア）当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出

資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者 

（イ）代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者 

（８）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の各

号に該当しない者。 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の 

入札日前６ヶ月以内に手形、小切手を不渡りした者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの更生手続開始決定がされていない者 

ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁

判所からの再生手続開始決定がされていない者 
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３ 入札執行 

  資格確認の結果として資格を有すると認められた者が一人の場合においても入札を執行

することとし、また、入札執行の結果として有効な入札者が一人の場合においても落札決

定を行うこととする。 

  第１回目の入札が予定価格の制限の範囲内でない場合は、直ちに再度入札を行う。なお、

再度入札の回数は２回とし、再度入札においても内訳書の添付を必要とする。 

入札及び開札日時 

ア 日 時  令和４年９月１４日（水）午前１０時 

イ 場 所  千葉県土地開発公社 

千葉市中央区市場町７番９号 

  ウ 注意事項 ➀入札参加業者は必ず開札に立ち会うこと。 

②入札日当日は、「一般競争入札（事後審査型）参加資格確認結果通知書

（写）」及び「誓約書」が必要となり、代理人が出席する場合は「委

任状」も必要となるので持参すること。 

 

４ 入札参加資格の申請等 

  本工事の入札参加を希望する者は、別に配布する一般競争入札（事後審査型）参加資格

確認申請書を郵送又は託送により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

（１）入札参加の申請 

入札参加を希望する者は、下記提出期間中に郵送又は託送（書留郵便等、記録の残る

ものに限る。）により、別に配付する別記第３号様式一般競争入札（事後審査型）参加資

格確認申請書を提出すること。 

提出期間 令和４年８月２５日（木）午前９時 から 

令和４年８月２６日（金）午後５時 まで【必着】 

（２）競争参加資格確認通知及び資格確認資料の提出期限 

  令和４年９月２日（金）に電話及びＦＡＸにより通知する。 

  なお、通知した資格確認通知は、入札に参加するための通知書のため、開札後、落札

候補者は入札参加資格確認のための資格確認資料を、別に提出しなければならず、その

期限及び提出先は落札候補者決定通知書により通知するものとする。 

 

５ 契約条項等を示す場所 

  本工事に係る契約書案、千葉県土地開発公社入札約款（以下「入札約款」という。）、設

計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の縦覧及び無償配付を、次のとおり行う。 

（１）縦覧期間 令和４年８月１０日（水）から令和４年８月２６日（金）まで 

（千葉県の休日に関する条例（平成元年千葉県条例第１号）第１条に規定

する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。） 

（２）縦覧時間 午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

（３）縦覧場所 千葉県土地開発公社 総務部総務課 

        住所 千葉市中央区市場町７番９号 ２階 
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        電話 ０４３（２２２）９１０４ 

（４）縦覧の申込み 

  設計図書等の縦覧を希望する者は、電話で申し込むこと。 

   希望日時を考慮して、縦覧日時を指定する。 

（５）設計図書等の配付 

   希望者に、次により設計図書等を無償で配付する。ただし、希望者は未使用の    

ＣＤ－Ｒを持参し、入力済みＣＤ－Ｒと交換する。 

   ア 申込先及び配付場所 

    千葉県土地開発公社 総務部総務課 

     住所 千葉市中央区市場町７番９号 ２階 

     電話 ０４３（２２２）９１０４ 

   イ 申込方法 

  希望者は、令和４年８月１０日（水）から令和４年８月２６日（金）までに、    

千葉県土地開発公社へ電話（会社名、住所、電話番号、担当者名及び工事名を連絡

すること）により申し込むこと。（県の休日を除く。午前９時から午後５時まで） 

  また、一度申し込んだものを取り消す場合も、申込期間内に連絡すること。 

ウ 配付期間 令和４年８月１０日（水）から令和４年８月２６日（金）まで 

   エ 配付時間 午前９時から午後５時まで 

（６）設計図書等に対する質問 

   設計図書等に対する質問がある場合は、千葉県土地開発公社理事長あてに郵送又は託

送により提出すること。 

ア 提出日 令和４年８月２９日（月）午後５時まで【必着】 

イ 時 間 午前９時から午後５時まで 

ウ 提出先 千葉県土地開発公社 総務部総務課 

住所 千葉市中央区市場町７番９号 ２階 

電話 ０４３（２２２）９１０４ 

     質問に対する回答は、令和４年９月２日（金）までに行う。 

 

６ 入札保証金 免除 

 

７ 入札書の金額 

 落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）を

もって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか

免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額

とすること。 

 

８ 工事費内訳書の提出 

（１）本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出し
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なければならない。なお、工事費内訳書は、原則として県の定めた様式を使用するもの

とする。 

ただし、同様式に準じた独自の様式を用いることができるが、この場合は次に定める

要件を備えていることを要する。 

ア 内訳については、原則として縦覧用または配布用設計図書等の項目ごとに数量、

単価、金額を明記する。 

イ 記載に要する項目については、工事種別ごとに次の表のとおりとする。 

工事種別 記載を要する項目 

建築・設備関連工事 種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内訳まで 

その他の工事 内訳細別（新土木工事積算大系の工事工種体系にお

ける細別）まで 

（２）工事費内訳書は、「入札書」と同時に提出すること。 

（３）工事費内訳書は、「千葉県発注工事の入札における工事費内訳書取扱要領」（平成２７

年３月１１日制定）（以下、「取扱要領」という。）によるものとする。 

（４）取扱要領第５条の規定による「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となるので

留意すること。 

 

９ 最低制限価格 

  本工事は最低制限価格制度が適用される工事である。よって、最低制限価格を設定する。 

  当該最低制限価格の設定については、入札約款第１０条第３項によるものとする。 

 

10 落札者の決定方法 

  開札後、落札を保留し、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札候補者とし、入札参加資格等の審査を行い、入札参加資格

があることを確認し落札者を決定する。 

ただし、審査の結果、落札候補者の入札参加資格がないことを確認した場合、次順位者

から順次審査を行い、入札参加資格がある者を確認できるまで審査を行い、落札者を決定

する。 

 

11 入札の無効 

  本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札

並びに入札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 

 なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時に

おいて指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 

 

12 配置予定主任（監理）技術者の確認 

（１）開札後、落札候補者は、入札参加資格確認のための資格確認資料と併せ、別に配付す

る「専任配置予定技術者の従事工事等の状況」を提出すること。 

また、配置予定技術者を複数提出する場合は、技術者ごとに提出すること。 
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なお、複数の配置予定技術者を申請する場合は、申請する全てのものについて、２（４）

の基準を満たしていること。 

（２）本工事は、建設業法第２６条第３項のただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の

配置は認めない。 

（３）落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の

事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極め

て特別な場合で発注者がやむを得ないと認め、適正な工事に支障がないと判断した場合

のほかは、配置技術者の変更は認められない。 

 

13 苦情等の申立て 

（１）本工事の入札に参加申請をしたうえで資格がないとされた者は、その理由について、

入札参加資格確認結果通知日から起算して７日以内（県の休日を除く。）に、書面により

千葉県土地開発公社理事長に説明を求めることができる。理由は説明を求められた日か

ら３日以内（県の休日を除く。）に書面で回答する。 

（２）再苦情の申し立てについては、苦情の申立てに対する回答の日から７日以内（県の休

日を除く。）に、書面により千葉県土地開発公社理事長に説明を求めることができる。 

 

14 その他 

（１）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（２）資格確認資料のヒアリングは、実施しない。 

ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めるこ

とがある。 

（３）落札候補者の提出した資格確認資料は、返却しない。 

なお、公表し、また無断で使用することはしない。 

（４）工期は、事情により変更することがある。 

（５）入札参加者は、入札約款及び契約書案を熟読し、遵守すること。 

（６）落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置

すること。 

なお、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくな

ったとき等は、入札参加資格の確認結果通知前においては、直ちに申請書の取下げを行

い、入札参加資格の確認結果通知後においては、入札してはならない。 

 

15 問い合わせ先 

 千葉県土地開発公社 総務部総務課 

電話 ０４３（２２２）９１０４ 

 

 












